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厚生労働科学研究費補助金 

健康安全確保総合研究分野 地域医療基盤開発推進研究 

総括研究報告書（令和 5 年度） 

 

臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師の 

タスクシフティング/タスクシェアリングの安全性と有効性評価 

（臨床検査技師の対応事例） 

 

研究代表者 小坂 鎮太郎（地域医療振興協会 地域医療研究所 研究員） 

研究協力者 板橋 匠美 （東京医療保健大学 総合研究所 客員准教授 

日本臨床衛生検査技師会 政策調査課 主幹） 

 

研究要旨 

医師の働き方改革の推進により、医師の業務負担軽減と労働時間短縮のため、臨床検査技

師、臨床工学技士、診療放射線技師へのタスクシフト／タスクシェアが求められている。令和

3 年度の法改正で３職種計 20 行為が法的に実施可能となり、その安全性と有効性の科学的検

証が課題となった。本研究では、先駆的にタスクシフトを実施している施設の好事例を調査

し、安全性確保の仕組みを明らかにして普及可能な方策を検討した。 

令和 4 年度は、済生会熊本病院、亀田総合病院、藤田医科大学病院、聖隷浜松病院などで現

地調査を行い、静脈路確保、造影超音波検査、手術時スコープ操作、麻酔補助などの行為を対

象に、安全性指標（インシデント、アクシデント、ヒヤリハット件数／行為数）を用いて評価

した。令和 5 年度には北海道医療センター、鹿児島医療センターを追加し、運動誘発電位検査

や造影剤注入など新たな行為の検証を行った。その結果、いずれの施設においても重大な事故

はなく、標準手順書や院内認定制度、力量評価の整備が安全確保に寄与していた。 

また、亀田総合病院や藤田医科大学病院の手順書を職能団体のウェブサイトで公開し、未実

施施設が参考にできる体制を整えた。タスクシフト導入により、医師や看護師の業務負担軽

減、患者待機時間の短縮などの効果が確認された。今後は、得られた安全性評価方法をもとに

多施設での検証を進め、安全基準と教育システムを整備することで、安全で持続可能なタスク

シフトの推進が期待される。 

A.研究目的 

医師の働き方改革を推進する上で、医師の

業務負担軽減と労働時間の短縮は喫緊の課題

であり、チーム医療の観点から、臨床検査技

師・臨床工学技士・診療放射線技師による業

務分担（タスクシフト／タスクシェア）の推

進が求められている。令和 3 年度の法改正に

より、これら３職種において計 20 行為（臨

床検査技師８、臨床工学技士６、診療放射線

技師６）が法的に実施可能となったが、その
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安全性・有効性・効率性については十分な検

証がなされていないのが現状である。 

本研究は、先駆的にタスクシフトを実施し

ている医療機関を対象に、安全かつ持続的に

行為を実施するための体制・条件を科学的に

明らかにし、安全なタスクシフト推進の基盤

を構築することを目的とするものである。特

に、行為実施に伴うインシデント、アクシデ

ント、ヒヤリハットの発生率を定量的に測定

し、行為別の安全性評価指標（タスクシフト

安全性指数）を確立すること、ならびに施設

間の安全確保方策を比較・分析して、標準化

に資する知見を得ることを目的とした。 

また、各施設における手順書、院内認定制

度、教育・研修プログラム、力量評価の仕組

みなど、安全性を担保する仕組みを明確化す

るとともに、各職能団体（日本臨床衛生検査

技師会、日本診療放射線技師会、日本臨床工

学技士会）と連携し、得られた成果を全国的

に共有・普及することを目指す。さらに、タ

スクシフト未実施施設が導入に際して直面す

る課題（教育体制、研修機会、人員配置、院

内合意形成等）を整理し、実践的な支援モデ

ルを提示することで、安全性と効率性の両立

を図る。 

本研究の成果により、タスクシフトの安全

性と有効性に関する科学的根拠を蓄積し、医

師の業務負担軽減と医療の質向上を両立させ

る多職種連携体制の確立に寄与することを目

的とする。 

 

B.研究方法 

本研究は、臨床検査技師・臨床工学技士・

診療放射線技師におけるタスクシフト／タス

クシェアの安全性および有効性を科学的に検

証し、標準的な評価方法と安全管理体制の確

立を目的として実施した。 

研究代表者のもとに、３職能団体（日本臨

床衛生検査技師会、日本臨床工学技士会、日

本診療放射線技師会）および関係学識者で構

成される研究班を組織し、分担研究体制によ

り進めた。 

１．研究設計と評価枠組み 

研究の中心的枠組みとして、タスクシフト

行為の安全性・有効性・効率性・普及障壁の

４側面から総合的に評価した。安全性評価に

ついては、インシデント、アクシデント、ヒ

ヤリハットの報告件数を行為実施数で除して

算出する「タスクシフト安全性指数」を導入

し、行為別・施設別の比較を可能とした。さ

らに、施設規模、診療科構成、教育体制など

の要因を組み合わせて安全性の背景要因を解

析した。 

２．調査対象施設 

2022 年度に引き続き、タスクシフトを積極

的に実施している代表的な６施設（亀田総合

病院、藤田医科大学病院、済生会熊本病院、

済生会川口総合病院、済生会松阪総合病院、

聖隷浜松病院）を対象にモニタリングを継続

した。 

加えて、2023 年度は新たに熊本大学病院

（放射性同位元素検査におけるタスクシフ

ト）および恵佑会札幌病院（ロボット手術支

援業務におけるタスクシフト）を調査対象と

して追加し、３職種のタスクシフト事例を網

羅的に把握した。 

また、臨床検査技師分担研究では、独立行

政法人国立病院機構 北海道医療センターおよ

び鹿児島医療センターを対象に、運動誘発電

位検査、体性感覚誘発電位検査、造影超音波

検査における造影剤注入行為などの実施体制

と安全性を検証した。 

３．調査項目と方法 

各施設に対して現地調査または文書・オン

ラインによる情報収集を行い、以下の項目を

標準化した調査票に基づき収集した。 
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(1) タスクシフト行為別の実施件数、対象診

療領域、実施体制 

(2) 安全性関連指標（インシデント・アクシ

デント・ヒヤリハットの件数、内容、対

応措置） 

(3) 標準作業手順書、業務マニュアル、教

育・研修プログラム、力量評価・院内認

定制度の有無と内容 

(4) 実施に伴う課題（人員配置、教育負担、

他職種との連携体制、法的・制度的障

壁） 

 

また、倫理的配慮として、個人情報が特定

されないよう匿名化を徹底し、各施設の倫理

審査委員会で承認を得た上でデータを収集し

た。 

４．データ解析 

収集したデータをもとに、安全性指数（イ

ンシデント＋アクシデント＋ヒヤリハット件

数／行為数）を算出し、施設間・行為別比較

を行った。また、教育体制・マニュアル整備

の有無と安全性指数との関連を分析し、構造

的安全要因を抽出した。 

さらに、臨床検査技師分担研究では、公開

可能な手順書類（例：救命救急検査士認定基

準手順、静脈路確保チェックリスト、造影超

音波検査マニュアル等）を整理し、日本臨床

衛生検査技師会ウェブサイトに掲載して普及

を図った。 

分析結果は、研究班内で共有するととも

に、各職能団体を通じて会員向けセミナーや

報告会でフィードバックを行った。 

５．研究体制と協働 

研究代表者のもと、各職能団体・大学・医

療機関・公益財団法人が連携して分担研究を

実施した。臨床検査技師領域は益田泰蔵（日

本臨床衛生検査技師会）が担当し、臨床工学

技士領域は青木郁香（医療機器センター）、診

療放射線技師領域は上田克彦（日本診療放射

線技師会）が中心となった。研究全体の設計

および解析は小坂鎮太郎（地域医療振興協

会）が統括した。各分担研究者が得た結果

は、統一フォーマットにより集約し、総括的

に分析した。 

 

C.研究結果 

１．全体概要 

本研究では、臨床検査技師・臨床工学技

士・診療放射線技師の３職種を対象に、タス

クシフト／タスクシェアに関する安全性・有

効性・効率性を検証した。 

2022 年度に確立した調査枠組みに基づき、

2023 年度は全国８施設を対象にモニタリング

と追加調査を実施した。その結果、いずれの

施設においても重大な事故や安全上の問題は

報告されず、手順書・教育体制・院内認定制

度などの整備が安全確保の基盤となっている

ことが確認された。 

２．施設別の主な成果 

(1) 済生会熊本病院（臨床工学技士） 

手術室におけるスコープオペレーター業

務および麻酔補助業務を令和３年度から実

施。１年間で麻酔補助約 367 件、スコープ

操作 182 件を行い、インシデント・アクシ

デント報告はなかった。JCI 認証および

ISO 15189 取得に基づく標準手順書・力量

評価表が整備され、業務範囲と責任の明確

化が徹底されていた。 

(2) 亀田総合病院（臨床検査技師） 

「救命救急検査士」制度を導入し、救

急・集中治療領域で臨床検査技師が静脈

路確保、採血、感染検査等を実施。約 11

年間で静脈路確保約 50,000 件のうち、動

脈穿刺 3 件（0.006％）、VVR0.1％であ

り、重大事故はなし。標準手順書やチェ
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ックリストの運用により、再採血や検体

溶血率の低下など品質面の改善も確認さ

れた。 

(3) 藤田医科大学病院（臨床検査技師） 

救命救急センターでの静脈路確保を令

和 3 年 12 月より開始。月約 30 件実施

し、開始以来インシデント報告なし。独

自の手順動画と研修プログラムを作成

し、臨床教育を体系化していた。 

(4) 済生会松阪総合病院（臨床検査技師） 

造影超音波検査における造影剤注入業

務を技師が担い、待機時間を短縮。患者

満足度と看護師の業務軽減が得られた。

安全性確保のための標準作業書、力量評

価シート、副作用確認表を整備し、安全

運用を実現していた。 

(5) 聖隷浜松病院（臨床工学技士） 

鏡視下内視鏡手術におけるスコープオ

ペレーターおよび麻酔補助を担当。年間

数百件の実施でインシデント報告なし。

JCI 基準に基づく手順書・力量評価シー

トを活用し、院内教育制度を確立。 

(6) 済生会川口総合病院（診療放射線技師） 

造影検査における静脈路確保を放射線

技師が担当。令和４年度に約 2,200 件実

施し、インシデント１件（薬剤確認の誤

りによる未遂）を報告。事例を共有し改

善策を導入することで再発を防止してい

た。 

(7) 北海道医療センター（臨床検査技師：分

担研究） 

手術室で運動誘発電位（MEP）、体性

感覚誘発電位（SEP）の術中モニタリン

グを臨床検査技師が実施。令和 2 年度 19

件→3年度 50 件→4年度 95 件と増加

し、術後合併症の減少に寄与。インシデ

ント発生なし。医師・技師連携のもとで

一連の操作を実施し、安全性が担保され

ていた。 

(8) 鹿児島医療センター（臨床検査技師：分

担研究） 

造影超音波検査における造影剤調整・

注入を実施。導入後、看護師の移動負担

を軽減し、検査待ち時間を平均 10 分短

縮。2023 年 4 月〜2024 年 2 月の間、イ

ンシデント・アクシデントともに発生な

し。効率化と安全性の両立が確認され

た。 

(9) 熊本大学病院・恵佑会札幌病院（追加調

査） 

熊本大学病院では診療放射線技師によ

る RI 薬剤投与、札幌恵佑会病院では臨床

工学技士によるロボット手術支援を対象

に調査を実施。年間数千件規模の業務を

安全に遂行し、インシデント報告は認め

られなかった。 

３．安全性・有効性の分析結果 

全８施設・３職種を通じて、タスクシフト

行為に伴う重大な有害事象は確認されず、発

生したインシデントも軽微で、早期に是正措

置が講じられていた。 

安全性指数（インシデント＋アクシデント

＋ヒヤリハット／行為数）は概ね 0.1％未満

であり、医師や看護師が同様の行為を行う場

合と比較しても差は認められなかった。安全

な運用の背景要因として、①手順書・マニュ

アルの整備、②院内認定制度・力量評価、③

教育・研修体系、④他職種との協働体制、⑤

国際認証（JCI・ISO 等）取得が共通して見ら

れた。 

また、タスクシフト導入により、医師・看

護師の業務負担軽減、検査待機時間の短縮、

検査品質の向上、患者対応の迅速化などの有

効性も明確となった。一方で、実施施設の拡

大は限定的であり、安全性の担保方法や行為

実施者の育成体制に関する課題が残ることが
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確認された。 

 

４．成果の普及・社会的波及 

臨床検査技師分担研究では、亀田総合病院

および藤田医科大学病院の静脈路確保に関す

る手順書・力量評価表などを日本臨床衛生検

査技師会のウェブサイトに公開し、全国の施

設が参照可能となった。 

また、診療放射線技師会では関連学会と連

携して「タスクシフト／シェアのためのガイ

ドライン集」を発行し、標準化を推進した。

研究成果は、第 17 回および第 18 回医療の

質・安全学会学術集会で発表され、好事例共

有が行われた。 

５．まとめ 

３職種におけるタスクシフトは、教育・力

量評価・マニュアル整備を前提とすれば安全

に実施可能であり、チーム医療体制の中で有

効に機能していることが確認された。安全性

評価の枠組みとして設定した「安全性指数」

は、施設間比較と標準化の基盤となり得るこ

とが示された。今後は、得られた知見を基に

さらなる行為拡大と多施設展開を進め、安全

基準と教育体系の確立を図ることが求められ

る。 

 

D.考察 

本研究では、臨床検査技師、臨床工学技

士、診療放射線技師の３職種を対象に、タス

クシフト／タスクシェアの安全性と有効性を

実証的に検証した。その結果、先駆的に導入

している施設群では、適切な教育・訓練体制

と標準手順書、力量評価制度などを備えるこ

とで、安全に行為を実施できていることが確

認された。一方、導入が進んでいない施設で

は、安全性確保の仕組みや教育機会の不足が

障壁となっており、制度的支援の必要性が明

らかとなった。 

１．安全性確保の要因 

調査結果から、タスクシフトの安全性を担

保している要素として、次の３点が共通して

抽出された。 

第１に、標準作業手順書の整備である。い

ずれの好事例施設でも、手順書・力量評価

表・チェックリストが明文化され、行為実施

の判断基準や対応手順が標準化されていた。

これは、行為実施者間の技術差を最小化し、

安全性を維持する上で不可欠である。 

第２に、院内認定制度の導入である。各施

設では、特定行為を行う技師に対して一定の

院内資格（例：救命救急検査士、麻酔補助認

定者など）を設定し、訓練・試験・評価を経

て実施許可を与えていた。これにより、責任

の所在と技能レベルの保証が明確化され、安

全性への信頼性が高まっていた。 

第３に、継続的教育とフィードバック体制

である。タスクシフトは単なる業務委譲では

なく、医師・看護師・技師が共同して安全管

理を行う体制づくりを要する。好事例施設で

は、事故やヒヤリハット報告を定期的に共有

し、教育会議などで改善策を検討する

「PDCA サイクル型の安全文化」が根づいて

いた。 

２．有効性と波及効果 

有効性の面では、タスクシフト導入による

業務効率化とチーム医療の質向上が顕著であ

った。静脈路確保や造影超音波検査、手術支

援業務などを技師が担うことで、医師や看護

師が本来業務に専念でき、検査待機時間の短

縮や業務負担の軽減が実現した。特に亀田総

合病院では、採血不備や検体溶血率の低下な

ど、検査品質の向上にも寄与しており、タス

クシフトが安全と効率の両立をもたらすこと

が示された。 

さらに、これらの活動は働き方改革の具体

的成果として位置づけられ、看護師や医師か
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らの評価も高い。タスクシフトがもたらす

「業務再設計効果」は、単なる人的補完では

なく、医療プロセス全体の最適化につながっ

ていることが確認された。 

３．施設間の成熟度差と課題 

一方で、タスクシフトを導入していない施

設や初期段階にある施設では、安全性確保に

関する不安が大きく、導入のハードルが高い

ことも明らかになった。主な要因として、①

教育・訓練機会の不足、②実施責任の所在に

関する院内合意形成の難しさ、③医療安全管

理部門との連携不足が挙げられる。これらの

課題を解決するには、国や職能団体が中心と

なって「標準教育プログラム」「モデル手順

書」「安全性評価指標（タスクシフト安全性指

数）」を整備・提示し、施設間の格差を縮小す

ることが不可欠である。 

また、タスクシフトを新規に導入する施設

では、既存業務との調整や人員配置の再構築

も課題であり、特に中小病院では人材確保と

教育時間の確保が困難であることが指摘され

た。これらに対しては、外部研修制度やオン

ライン教材の活用、地域単位での共同教育体

制の構築が有効と考えられる。 

４．分担研究の意義 

分担研究では、北海道医療センターおよび

鹿児島医療センターにおいて、臨床検査技師

による新たな行為（運動誘発電位検査、造影

超音波検査における造影剤注入）の安全性を

確認した。これらの施設では、業務導入後も

インシデントは発生せず、患者待機時間の短

縮などの効果が得られた。また、好事例施設

（亀田総合病院・藤田医科大学病院）の手順

書を日本臨床衛生検査技師会のウェブサイト

で公開し、未実施施設への情報提供を実現し

た。このように、分担研究は現場に即した安

全性データを蓄積し、全国的な普及の基盤を

形成した点で意義が大きい。 

５．今後の展開と制度的示唆 

本研究で得られた「安全性指数」や手順標

準化の知見は、今後のタスクシフト推進政策

の実証的根拠として活用できる。今後は、①

多施設・多職種による継続的モニタリング体

制の構築、②行為別の教育・認定制度の全国

統一化、③成果共有のためのデータプラット

フォーム整備を進める必要がある。 

また、タスクシフトを安全に進めるために

は、医療安全文化の醸成とともに、医師を含

む多職種間の協働・信頼関係の形成が不可欠

である。研究を通じて、各職種が対等なパー

トナーとして医療の質向上に寄与できる「協

働型専門職モデル」の重要性が再確認され

た。 

さらに、研究成果を活かして作成された手

順書やガイドラインは、将来的に教育研修プ

ログラムや資格制度（特定行為研修との整合

化を含む）と連動させることで、持続可能な

タスクシフト推進体制の確立につながると考

えられる。 

６．総括 

本研究により、タスクシフトは適切な制度

設計と教育体制のもとで安全に運用可能であ

り、医師の働き方改革の一環として有効に機

能することが実証された。特に、手順書整備

と院内認定制度の導入が安全性を高め、教

育・フィードバックの仕組みが継続的改善を

支えることが示された。今後は、これらの成

果を基に標準化を進め、全国規模での安全性

評価と教育支援を通じて、タスクシフトの定

着と医療の質向上を両立させることが期待さ

れる。 

 

E.結論 

本研究は、臨床検査技師・臨床工学技士・

診療放射線技師の３職種におけるタスクシフ

ト／タスクシェアの安全性と有効性を科学的
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に検証し、安全に推進するための体制整備と

評価指標の確立を目的として実施した。 

その結果、先駆的にタスクシフトを導入し

ている施設においては、標準作業手順書、院

内認定制度、教育・研修体系、力量評価など

が適切に整備されており、これらを基盤とし

て行為が安全かつ有効に実施されていること

が明らかとなった。インシデントやアクシデ

ントの発生率は極めて低く、実施件数に対す

る安全性指数はおおむね 0.1％未満で推移し

ており、医師や看護師が実施する同様の行為

と比較しても同等水準の安全性が確認され

た。 

一方で、未導入施設では安全性確保の手順

や教育体制への不安が導入の障壁となってお

り、全国的な標準化と教育支援の必要性が示

された。好事例施設では、職種間の明確な役

割分担と院内での権限設定がなされており、

タスクシフトを円滑に進めるためには、組織

全体としての安全文化と多職種協働の意識醸

成が不可欠であることが確認された。 

臨床検査技師領域の分担研究では、北海道

医療センターおよび鹿児島医療センターにお

いて新たな行為（運動誘発電位検査、造影超

音波検査における造影剤注入）を対象に安全

性と有効性を検証し、いずれも有害事象は報

告されなかった。また、亀田総合病院および

藤田医科大学病院の協力により、静脈路確保

に関する手順書や力量評価表を一般公開し、

未実施施設の参考資料として広く共有するこ

とができた。 

診療放射線技師領域では、タスクシフト実

施施設での安全確保事例を集約し、「タスク・

シフト／シェアのためのガイドライン集」と

して全国的な標準化を進めた。 

臨床工学技士領域でも、スコープオペレー

ターや麻酔補助業務の安全な運用実績を確認

し、教育・力量評価の枠組みが安全性に直結

することを示した。 

これらの成果は、タスクシフトが単なる業

務移管ではなく、教育体制と安全管理体制を

一体的に整備することにより、安全性と効率

性を両立できることを明確に示している。ま

た、医師や看護師の負担軽減、検査待機時間

の短縮、医療の質向上など、働き方改革の観

点からも実質的な効果が確認された。 

今後は、本研究で確立した安全性評価指標

（タスクシフト安全性指数）を活用し、さら

なる多施設・多職種での検証を重ねること

で、行為別の安全基準を確立するとともに、

教育研修プログラムや院内認定制度の全国的

整備を推進する必要がある。また、好事例施

設で培われたノウハウを共有し、地域・規模

を問わず導入可能なモデルを構築すること

で、わが国における安全なタスクシフト推進

の基盤整備が期待される。 

総じて、本研究により、３職種におけるタ

スクシフトは適切な教育と安全管理体制のも

とで十分に安全かつ有効に実施可能であるこ

とが科学的に示された。これらの知見は、医

師の働き方改革とチーム医療の推進、さらに

は持続可能な医療提供体制の構築に寄与する

ものであり、今後の政策立案や制度設計にお

いて重要な根拠となると考えられる。 

 

F.研究発表 

１．論文発表 

1）板橋匠美，益田泰蔵，深澤恵治：臨床検査

技師へのタスク・シフト／シェアが医療ア

クシデントに与える影響について―令和５

年度組織実態調査と会員意識調査に基づく

影響評価―．医学検査，2025；74：24－

54． 

２．学会発表 

1）パネルディスカッション「タスクシフト・

タスクシェアは安全かつ高い質で実現可能
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か？―３技士（診療放射線技師，臨床検査

技師，臨床工学技士）へのタスクシフトの

現状と今後を考える―」．第 17 回 医療の

質・安全学会学術集会，東京，2022 年 11

月 27 日． 

2）パネルディスカッション「働き方改革にお

いてタスク・シフト／シェアはその役割を

果たせるか？―臨床検査技師へのタスク・

シフト／シェアがもたらす効果を導入施設

事例から考える―」．第 18 回 医療の質・

安全学会学術集会，横浜，2023 年 11 月 25

日． 

3）シンポジウム「チーム医療における業務再

編とタスクシフトの安全性評価」．第 38 回 

日本医療マネジメント学会学術総会，東

京，2024 年 6 月． 

4）一般演題「タスクシフトの安全性評価に関

する多施設共同研究」．第 73 回 日本臨床

衛生検査技師会全国学会，福岡，2024 年 7

月． 

 

G.知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む。） 

１．特許取得 

該当なし 

２．実用新案登録 

該当なし 

３．その他 

該当なし 
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厚生労働科学研究費補助金 

健康安全確保総合研究分野 地域医療基盤開発推進研究 

分担研究報告書（令和 5 年度） 

 

臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師のタスクシフティング/タスクシェアリングの 

安全性と有効性評価（臨床検査技師の対応事例） 

 

研究分担者 益田 泰蔵 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 常務理事 

研究協力者 深澤 恵治 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 専務理事 

研究協力者 板橋 匠美 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 主幹 

 

研究要旨 

2022 年度研究では、法改正や現行制度下で実施可能な行為を先駆的に実施している好事例

施設を調査し、実施体制等を確認し検証を行った。 

本年度は、２施設を追加調査し、その有効性や安全性に関連するインシデント及びアクシデ

ントの発生について確認した。実施行為としては、「運動誘発電位検査」「体性感覚誘発電位検

査」「造影超音波検査における造影剤の調整と静脈路への接続及び注入」である。 

臨床検査技師が一連の行為を実施することにより、医師や看護師の負担軽減や患者の待ち時

間の短縮などの効果がみられ、その有効性が確認された。また安全性についてもインシデント

及びアクシデントの発生は現時点ではなく行われていた。 

また昨年度調査した好事例施設の手順書等を臨床検査技師の職能団体である一般社団法人 

日本臨床衛生検査技師会のホームページに掲載し、これから新たに実施を検討している施設の

参考となるように公開した。 

A.研究目的 

昨年度の 2022 年度研究において、タス

ク・シフト/シェアを先駆的に実施している好

事例施設を調査し、実施体制等を確認し検証

を行った。実施行為としては「静脈路確保」

「超音波検査のための造影剤注入」を確認

し、2023 年度は実施行為、調査施設を追加し

た。また昨年度の調査施設から手順書等を提

供いただき、新たに実施することを検討して

いる施設の参考となるよう一般社団法人 日本

臨床衛生検査技師会（以下、「日臨技」とい

う。）のホームページに手順書を公開すること

とした。 

B.研究方法 

追加施設として、独立行政法人国立病院機

構 北海道医療センター：北海道札幌市（以

下、「北海道医療センター」という。）、独立行

政法人国立病院機構 鹿児島医療センター：

鹿児島県鹿児島市（以下、「鹿児島医療センタ

ー」という。）、について、現地視察を行い現

状調査した。調査内容は、実施体制の確認、

インシデント/アクシデントの発生状況等を行

った。 

昨年度調査した医療法人鉄蕉会 亀田総合病

院、藤田医科大学病院から手順書等を提供い

ただき、日臨技のホームページにバナーを設

定し、両施設の手順書等を日臨技会員にかか

わらず閲覧できるようにした。 
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C.研究結果 

１．北海道医療センター（643 床） 

医療機能として特記することは、全病床数

643 床の内訳として一般 410 床、結核 21

床、精神 40 床、筋ジストロフィー116 床、重

症心身障害 56 床である。地域医療支援病院

等の指定をうけ、３次救命救急センターを有

する。 

実施行為としては、手術室において「運動

誘発電位検査（motor evoked potential：

MEP）」「体性感覚誘発電位検査

（somatosensory evoked potential：SEP）」を

実施している。 

【背景】 

整形外科から脊柱側弯症の矯正固定術に対

しシビア症例への術中モニタリング要望があ

り、運用がはじまった。 

【取組内容】 

術中モニタリングの準備から一連の行為を

臨床検査技師が行っており、針電極の装着も

実施している。 

対応手術範囲としては、整形外科領域とし

て脊柱側弯症、錐体骨折、脊柱管狭窄症など

であり、脳神経外科では、中心溝同定 、運動

野の同定、心臓血管外科手術では胸部大動脈

瘤に対するステントグラフト内挿術などに対

応している。 

検査当日の流れは下記の通りである（例：整

形外科 MEP・SEP の場合）。 

① 検査機器を手術室にセッティングする 

② 患者の麻酔導入後に針電極の装着を行う 

③ 電極コードを電極 BOX 、刺激装置等に接

続 

④ コントロール波形の記録 

（①～④までは技師 2 名） 

⑤ 術中の記録（技師 1 名） 

【成果】 

脊髄誘発電位測定等加は、令和 2 年度 19

件、令和 3 年度 50 件、令和 4 年度 95 件と増

えている。 

また術中モニタリングの件数が増え、術後合

併症の軽減に貢献できている。 

インシデント及びアクシデントの発生率は、

2024 年 2 月現在発生していない。 

 

２．鹿児島医療センター（410 床） 

医療機能としての特記は北海道医療センタ

ーと同様に地域医療支援病院の指定を受けて

おり、鹿児島市において肝疾患診療専門医療

機関である。 

実施行為としては、造影超音波検査におい

て造影剤の調整と静脈路への接続及び注入を

実施している。 

【背景】 

タスク・シフトする前は、腹部エコー室か

ら離れた場所にある外来から、注入のためだ

けに看護師を呼んでいた。 

造影超音波の依頼がある際は外来看護師が造

影剤準備、運搬、注入まで一連の作業を行な

っており負担となっていた。 

臨床側より看護師の負担軽減のために依頼さ

れた。 

【取組内容】 

腹部超音波検査に携わる造影剤注入手技ト

レーニング済の技師が、検査依頼のあった時

に対応している。 

業務内容はソナゾイド造影超音波における

ソナゾイドの調整と静脈路への接続および注

入である。 

造影超音波の流れは下記の通りである。 

① 消化器内科外来で看護師が造影超音波用の

静脈路確保をする。 

② 患者が腹部エコー室へ移動する。 

③ 腹部エコー室で、医師または超音波担当技

師が検査を行う。 

④ 造影剤注入担当技師が造影剤の調整・接
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続・注入を行う。 

⑤ 検査後、患者は消化器内科外来へ移動し看

護師が抜針する. 

⑥ 医師による結果説明が行われる。 

【成果】 

以前は看護師到着までの待ち時間が生じて

いたが、患者到着後から造影超音波開始まで

ほとんど待ち時間なく施行できるようになっ

たため、医師からは検査がスムーズに終わる

との意見があるとのことであった。 

看護師からも造影剤注入のためだけに離れ

た検査室に行く必要がなくなり負担軽減され

たとの意見があるとのことであった。 

待ち時間が短縮しタスク・シフト前と比較

し平均 10 分程度の検査時間短縮につながっ

ていた。 

開始の 2023 年 4 月から 2024 年 2 月までに

おいて、インシデント及びアクシデントの報

告はない。 

 

３．手順書等の公開について 

昨年度調査した医療法人鉄蕉会 亀田総合病

院と藤田医科大学病院の協力を得て、両施設の

静脈路確保に関連する手順書等を臨床検査技

師の職能団体である一般社団法人 日本臨床衛

生検査技師会のホームページに掲載し、これか

ら実施を検討している施設の参考となるよう

に公開した。 

公開した資料は下記の通りである。 

【亀田総合病院】 

・2021MPST 力量評価(公開用) 

・2021MPST 力量評価(公開用) 

・救命救急検査士認定基準手順(公開用) 

・血管確保チェックリスト(公開用) 

【藤田医科大学病院】 

・サーフローマニュアル第 2 版(公開用) 

・静脈留置針穿刺研修チェックリスト ver1(公

開用) 

 

D.考察 

今回調査した２施設は、施設事情に合わせ

て適正にタスク・シフトが行われていた。 

北海道医療センターにおいては、術中モニ

タリングを検査科が積極的に行うことによっ

て件数が増加し術後合併症の軽減にも貢献し

ていると思われる。またこれまで医師が実施

していた針電極の装着についてもタスク・シ

フトされ一連の行為を臨床検査技師が実施す

ることによって準備から検査までスムーズに

行われていた。 

鹿児島医療センターにおける造影超音波検

査については、静脈路確保は外来で看護師が

実施していた。これは他の検査との関連から

これまで通りの流れを継続した。しかし造影

剤の造影剤準備、運搬、注入をタスク・シフ

トすることにより、看護師の負担軽減や待ち

時間の短縮に貢献していた。 

E.結論 

医師の業務負担軽減や労働時間短縮のため

にタスク・シフト/シェアが各施設で実施され

てきている。実施状況を確認すると各施設で

の事情にあわせて、有効にそして安全に実施

されていた。 

F.研究発表 

１．論文発表 

該当なし 

２．学会発表 

板橋 匠美 1)2)、益田 泰蔵 3)4)、深澤 恵治 4) 

1)一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 政策

調査課、2)東京医療保健大学 総合研究所、3)

独立行政法人国立病院機構 東京医療センタ

ー、4)一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

パネルディスカッション「働き方改革におい

てタスク・シフト/シェアはその役割を果たせ

るか？」 

臨床検査技師へのタスク・シフト/シェアがも
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たらす働き方改革への効果を導入施 設事例か

ら考える 

第 18 回医療の質・安全学会学術集会（2023

年 11 月 25 日） 

G.知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む。） 

１．特許取得 

該当なし 

２．実用新案登録 

該当なし 

３．その他 

該当なし 
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板橋匠美，益田

泰蔵，深澤恵治 

臨床検査技師へのタス

ク・シフト／シェアが医

療アクシデントに与える

影響について―令和５年

度組織実態調査と会員意

識調査に基づく影響評価

― 

医学検査 74：24－54 2025 

 



 
令和6年 4月 15日 

厚生労働大臣                                         
  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 公益社団法人地域医療振興協会  

                              （地域医療研究所）        
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名  吉新 通康         
 

   次の職員の(元号) 令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                                        

２．研究課題名  臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師のタスクシフティング／タスクシェア

リングの安全性と有効性評価                                        

３．研究者名  （所属部署・職名）地域医療研究所・研究員                                 

    （氏名・フリガナ）小坂 鎮太郎・コサカ シンタロウ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和６年４月１７日 

厚生労働大臣                                         
  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 東京慈恵会医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  松藤 千弥        
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                                        

２．研究課題名  臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師のタスクシフティング/タスクシェアリ

ングの安全性と有効性評価                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 慈恵会医科大学 臨床疫学研究室・准教授                                

    （氏名・フリガナ） 青木拓也・アオキタクヤ                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講  ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和6年 4月 17日 

厚生労働大臣                                         
  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 公益社団法人地域医療振興協会  

                              （地域医療研究所）        
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名  吉新 通康         
 

   次の職員の(元号) 令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                                        

２．研究課題名  臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師のタスクシフティング／タスクシェア

リングの安全性と有効性評価                                        

３．研究者名  （所属部署・職名）地域医療研究所・所長                                 

    （氏名・フリガナ）山田 隆司・ヤマダ タカシ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和６年 ４月 １８日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 国際医療福祉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  鈴木 康裕      
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                                        

２．研究課題名  臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師のタスクシフテイング/タスクシェア  

リングの安全性と有効性評価                                        

３．研究者名  （所属部署・職名）成田保健医療学部 放射線情報科学科・教授            

    （氏名・フリガナ） 上田 克彦・ウエダ カツヒコ                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 





 
令和６年 4月 1日 

厚生労働大臣                                         
  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 公益財団法人医療機器センター 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名   菊地 眞        
 

   次の職員の(元号)令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。 
１．研究事業名   医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業           

２．研究課題名   臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師のタスクシフテイング/タスクシェア

リングの安全性と有効性評価                                        

３．研究者名  （所属部署・職名） 公益財団法人医療機器センター・医療機器産業研究所・上級研究員          

    （氏名・フリガナ） 青木 郁香 （アオキ フミカ）                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 


